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四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受けた 

2025 年３月期第３四半期決算短信の開示が四半期末後 45 日を超えることに関するお知らせ 

 

当社は、2025 年２月 13 日付で当期（2025 年３月期）の半期報告書の訂正を行い、訂正後の中間連結財

務諸表に対して公認会計士等によるレビュー報告書が添付されました。それに伴い、当社は、有価証券上

場規程施行規則第 405 条第２項（以下、「レビューの義務付け要件」といいます。）に該当することとなり、

そのために、レビューの義務付け要件に該当することとなった日（2025 年２月 13 日）から該当しなくな

る日までの間に開示する第１・第３四半期決算短信の四半期財務諸表等に対して公認会計士等による期中

レビューを受けることが義務付けられております。 

しかし、そのような中で、当社が２月 13 日に公表した「2025 年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」は、下記に記載のとおり、四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受

けておりませんでした。 

そのため、現時点で、四半期末後 45 日以内に四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レ

ビューを受けた 2025 年３月期第３四半期決算短信を開示することができていないことをお知らせいたし

ます。 

なお、四半期末後 45 日以内に四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受けた

2025 年３月期第３四半期決算短信については、2025 年 2 月 26 日までに開示する予定であることを併せて

お知らせいたします。 

 

記 

 

１．四半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受けた 2025 年３月期第３四半期決

算短信の開示が四半期末後 45 日を超える理由 

 

前述のとおり、当社は、2025 年２月 13 日付で当期（2025 年３月期）の半期報告書の訂正を行い、訂

正後の中間連結財務諸表に対して公認会計士等によるレビュー報告書が添付されました。 

これに伴い、当社では、レビューの義務付け要件に該当し、レビューの義務付け要件に該当すること

となった日（2025 年２月 13 日）から該当しなくなる日までの間に開示する第１・第３四半期決算短信

の四半期財務諸表等に対して公認会計士等による期中レビューを受けることが義務付けられることと

なりましたが、2025 年２月 13 日同日に「2025 年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を開

示した時点では、見直された四半期開示制度の把握ができておらず、当該第３四半期決算短信について

も当該期中レビューの義務付け対象に含まれることを認識しておりませんでした。 

当社では、その後２月 17 日になって外部からの指摘を受けて初めて認識をし、その時点から四半期

連結財務諸表に対する公認会計士等による期中レビューを当社の会計監査人に対して依頼したため、四

半期連結財務諸表に対して公認会計士等による期中レビューを受けた 2025 年３月期第３四半期決算短

信の開示が四半期末後 45 日を超えております。 

 

２．過年度の決算短信等の訂正理由 

 

2021 年 6 月に連結子会社である榕東活動房股份有限公司（中国福建省福州市）が有償減資を実施し

ております。 

当社は、榕東活動房股份有限公司の本業の撤退を契機とした一部有償減資であったことから、当該一

部有償減資により、当社による榕東活動房股份有限公司への投資が部分的に清算したものとして、為替

換算調整勘定 114 百万円を為替差益として実現させる会計処理を実施していました。 

ただし、「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」三 8 では、「為替換算調整勘定は子会

社等の株式を処分したときなどに限り損益として実現するものである」とされています。 

当基準に照らし合わすと、榕東活動房股份有限公司は清算されることなく存続していく状況であるこ

とから、実質的に清算したと認められる状況ではなかったと認識したため、過去に遡及し訂正いたしま

した。 

 

株主・投資家の皆さまをはじめ、関係者の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを

深くお詫び申しあげます。 

以 上 


